
カテゴリー 内容

狩猟免許
全般

狩猟免許全般について聞きたい

試験の日程や詳細については，いつ頃発表されるの？

いつから試験の受付が始まるの？

猟友会が開催する初心者講習会を受けてから，試験の申込をしようと思うんだ
けど大丈夫？

受験資格

受験資格について教えて

現在，広島県外に住んでいるが，住所地が広島県内の場合は受験できるの？

現在，広島県外に住んでいるが，受験の頃には広島県に引っ越している場合は
受験できる？

初心者
講習会

狩猟免許初心者講習会について教えて

狩猟免許初心者講習会の日程や申込はいつから始まるの？

狩猟免許試験を受けるために，必ず講習会に参加しなければダメ？

〇 狩猟免許試験 よくある質問一覧①



〇 狩猟免許試験 よくある質問一覧②

カテゴリー 内容

申請書関係

申請書類が欲しいけど，どこに取りに行けばいいの？

１つの試験を申請するのに必要な書類は？
（例：わな猟のみ，第一種銃猟のみを受験する場合）

１つの会場で２つの試験を受ける際の申請書類の数は？
（例：わな猟と第１種猟銃を同時受験する場合）

２種類の試験を別々の会場で受けることは可能？ その場合の書類の数は？

銃の所持許可証を持っていなくても第１種，第２種猟銃試験は受験できる？

申請書の第１種猟銃の欄の銃の種類（ライフル，散弾銃，空気銃）に〇はつけ
るの？



〇 狩猟免許試験 よくある質問一覧③

カテゴリー 内容

診断書関係

銃砲の所持許可を申請中だが，銃砲の所持許可申請時の診断書を提出しても問
題ない？

網猟，わな猟を受ける場合でも診断書は必要なの？

診断書はどこで書いてもらえばいいの？指定機関や専門はあるの？

診断書の有効期間はある？

診断書だけ後から提出してもいい？

手数料・
納付書関係

手数料の納付書はどこで入手できるの？

手数料の金額が２種類あるけどどっち？

手数料の納付先はどこ？ コンビニでも納付可？

申請書の２枚目にバーコードがあるけど，これで支払いできないの？

払込証明書はどれ？

手数料を補助する助成金制度ってあるの？



カテゴリー 内容

申請提出関係

申請書類の提出方法は？

申請書類は提出先の住所は？

申請書類を直接県庁に持ち込んでも大丈夫？

申請の前に電話等で予約することは可能？

申込み完了～
申し込み後

申込をしたら受理のお知らせはあるの？

受験票っていつ届くの？

現時点での申込状況を知りたい。

申込が早く埋まってしまうと聞いたけど本当？

申請書類が県庁に届いた（持ち込んだ）時点で，既に希望する会場の予約
が埋まってしまった場合はどうなるの？

〇 狩猟免許試験 よくある質問一覧④



カテゴリー 内容

申込み完了～
申し込み後

申込をしていたが，予定が入って受験できない場合に，他の試験日に振り
替えることは可能？

申込をしていたが，当日予定が入って受験が出来ず，他の日程でも受験で
きない場合に手数料は帰ってくるの？

試験関係

試験の内容について教えて

試験の過去問題集や試験勉強に使えるテキストとかはないの？

試験の合否については，どれぐらいで分かるの？

試験の流れについて教えて

試験の終了時間は？

〇 狩猟免許試験 よくある質問一覧⑤



カテゴリー 内容

申込み完了～
申し込み後

申込をしていたが，予定が入って受験できない場合に，他の試験日に振り
替えることは可能？

申込をしていたが，当日予定が入って受験が出来ず，他の日程でも受験で
きない場合に手数料は帰ってくるの？

試験関係

試験の内容について教えて

試験の過去問題集や試験勉強に使えるテキストとかはないの？

試験の合否については，どれぐらいで分かるの？

試験の流れについて教えて

試験の終了時間は？

〇 狩猟免許試験 よくある質問一覧⑥



Q. 狩猟免許全般について伺いたい

Ａ. こちらのページをご覧ください。
狩猟を始めてみませんか -狩猟情報サイト（HuntingLicense） | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

Q. 猟友会が開催する初心者講習会を受けてから，試験の申込をしようと思うんだけど大丈夫？

Ａ. 基本的に初心者講習会の申込と狩猟免許試験の申込を同時期にしてください。

講習会だけ申込をして，狩猟免許試験を申し込んでいなかったため，後から試験申込をしようと
しても定員が一杯で受験できないということがありますのでご注意ください。

〇 よくある質問：狩猟免許全般

Q. 試験の詳細については，いつ頃発表されるの？

Ａ. ４月第３週～第４週ごろに県のホームページ及び県報で公開します。

Q. いつから試験の受付が始まるの？

Ａ. ４月第３週～第４週に県のホームページでの日程公開と同時に募集開始となります。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る
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Q. 受験資格について教えて

Ａ.以下の要件を満たす人です。
①新たにまたは種別の異なる狩猟免許を取得したい人
②広島県在住の方
③網猟・わな猟：満18歳以上の方，第一種銃猟及び第２種銃猟は満20歳以上の方
（いずれも，狩猟免許試験日における年齢です。）
④鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第４０条第２号から第６号までに該当しない人

〇 よくある質問：受験資格

Q. 現在，広島県外に住んでいるが，住民票の住所が広島県内の場合は受験できるの？

Ａ. 可能です。ただし，申請の際に証明する書類を提出して頂きますので，別途ご相談ください。

Q. 現在，広島県外に住んでいるが，受験の頃には広島県に引っ越している場合は受験できる？

Ａ. 可能です。別途ご相談ください。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：初心者講習会関係

Q. 狩猟免許初心者講習会について教えて

Ａ. 狩猟免許を初めて取得しようとする方を対象に，広島県猟友会が開催しています。
狩猟に関する法律等の知識，わなや銃猟に関する取扱い方法について学べます。
詳しくは，広島県猟友会にお問い合わせください
一般社団法人 広島県猟友会
広島市中区鉄砲町4-1 広島土地改良会館３階
ホームページ：一般社団法人 広島県猟友会 (hiroshima-ryoyukai.jp)

TEL:082-227-7890

※！！広島県自然環境課では受付をしていません！！※

Q. 狩猟免許試験を受けるために，必ず講習会に参加しなければダメ？

Ａ. 試験の受験条件として，講習会受講は必須としておりません。
ただ，初めて試験を受けられる方には受講を勧めております。

Q. 狩猟免許初心者講習会の申込はいつから始まるの？

Ａ. 毎年４月下旬～５月初旬に広島県猟友会ホームページで公表，受付が開始されます。
先着順となっていますので，ご注意ください。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る

https://www.hiroshima-ryoyukai.jp/?msclkid=2a0d6d79c10b11eca22d2d3ab66d5a6d
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〇 よくある質問：申請書全般関係

Q. 申請書類が欲しいけど，どこに行けば良いの？

Ａ. 次の①～③の窓口に取りに行く，もしくは④にて請求してください。

① 各市町の窓口

② 広島県の農林水産事務所林務課（西部（広島市），東部（福山市），北部（庄原市））

③ 広島県庁自然環境課

①～③の窓口の一覧については，一番最後のページをご覧ください。

④ 広島県庁自然環境課に郵送にて請求

「事前申込書請求」と朱書きした封筒（サイズ自由）に以下を同封してください。

（１）「初心者」か「既取得者」，受験する種類，連絡先について記載したメモ

（２）自分の宛先を記載し、84円切手を貼った返信用の長形３号封筒

※事前申込書のみは、広島県自然環境課のHPでも取得可能です。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：申請書関係

Q. ２種類の試験を別々の会場で受けることは可能？ その場合の申請書類の数は？
（例：広島会場でわな猟，東広島会場で第１種猟銃を受験する）

※２種類の試験を別々の会場で受けることについて・・・
 可能ですが，より多くの方に受験して頂くため出来る限り同じ会場での受験をお願いします

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る

Q.   １つの会場で２つの試験を受ける際の申請書類の数は？ （例：わな猟と第１種猟銃を同時受験）

Q. １つの試験を申請するのに必要な書類は？（例：わな猟のみ，第一種銃猟のみを受験する場合）

１種類のみ
受験

１会場で２種類
受験

１会場で３種類
受験

２会場で１種類ずつ
受験

受験申請書
（裏面に手数料納付証明書を貼付）

１ ２ ３ ２

「医師の診断書」もしくは
「猟銃・空気銃所持許可証の写し」

１ １ １ １

受験票
（顔写真を貼付したもの）

１ １ １ ２

返信用封筒
（定型封筒に84円切手を貼付したもの）

１ １ １ ２

A. 必要な書類数については，以下のとおりとなっています。



〇 よくある質問：申請書関係

Q. 銃の所持許可証を持っていなくても第１種，第２種猟銃試験は受験できるの？

Ａ. 可能です。

ただし，実際に狩猟や有害鳥獣捕獲を行う際には警察による銃砲の所持許可証が必要となり
ますので注意してください。

Q. 申請書の第１種猟銃の欄の銃の種類（ライフル，散弾銃，空気銃）に〇はつけるの？

Ａ. 自分が使用予定の銃の種類に〇をつけてください。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：診断書関係

Q. 銃砲の所持許可を申請中だが，銃砲の所持許可申請時の診断書を提出しても問題ない？

Ａ.問題ありません。ただし，写しではなく必ず原本を提出してください。

Q. 網猟，わな猟を受験する場合でも診断書は必要なの？

Ａ. 必要です（※法律により定められています）

Q. 診断書はどこで書いてもらえばいいの？指定機関や専門はあるの？

Ａ.指定の病院や専門はありません。かかりつけの病院等に相談してください。
 また，自然環境課で病院の紹介をすることはできませんのでご了承ください。

Q. 診断書の有効期間はあるの？

Ａ. 基本的に約３か月以内に記載されたものとさせて頂いております。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る

Q. 診断書だけ後から提出しても良い？

Ａ. 申請に必要な書類全てが揃った時点で申請してください。



〇 よくある質問：試験手数料関係

Q. 手数料の納付先はどこ？ コンビニでも納付できる？

Ａ.県内の各銀行，信用金庫等で支払い可能です。コンビニでは納付できません。
納付書の裏側に支払い可能な金融機関一覧が記載されております。

Q. 手数料納付書はどこで入手できるの？

Ａ.電子申請の場合

  本申請完了後、広島県から支払いの案内をメールでお送りします。

  

  紙申請の場合

  事前申込が受付された方に、本申請用書類として広島県から配布します。

  ※各農林水産事務所や各市町役場での配布は行っていません。

Q. 手数料の金額が２種類あるけどどっち？

Ａ.初めて狩猟免許を取得をされる方は１種類につき5,200円
 既に狩猟免許を持っていて，他の免許を取る場合は１種類につき3,900円となっています。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：試験手数料関係

Q.試験手数料の助成制度はないの？

Ａ. 県では狩猟免許試験の手数料の助成は行っていません。
県内の市町では，独自に補助を行っているところもございます。
各市町の鳥獣担当部署にお問い合わせください。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る

Q.申請書の裏側にバーコードがあるけど，これで支払いできないの？

Ａ.県庁の窓口で支払うためのものですので，県庁への持ち込みが必要となります。

Q.払込証明書はどれ？

Ａ. 手数料納付書の右端となります。

銀行窓口で支払うと右半分が返却されますので，
左側を受験者控えとして，右側を払込証明書として
使用します。

※受験者控えについては，紛失しないよう注意し
てください。

受
験
者
控
え

払
込
証
明
書



〇 よくある質問：申請書類提出関係

Q. 申請書類の提出先の住所は？

Ａ. 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ
  〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52

Q. 申請書類を直接県庁に持ち込んでも大丈夫？

Ａ.問題ありません。
ただし，閉庁日（土日祝日）や開庁時間（8:30～17:15）にご注意ください。
受付窓口は，広島県庁南館３階 環境県民局自然環境課となっています。 

Q. 申請の前に電話等で予約することは可能？

Ａ. 申し訳ありませんが，電話等による事前予約は受け付けておりません。
申請書類が，自然環境課に届いた順で受け付けています。

Q. 申請書類の提出方法は？

Ａ. 県庁自然環境課への「郵送」もしくは「持ち込み」です。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：申込み～申し込み後

Q.受験票っていつ届くの？

Ａ. 試験の約１週間前を目安に発送する予定です。

Q. 現時点での申込状況を知りたい。

Ａ. 狩猟免許試験のホームページをご覧頂くか，直接電話でお問い合わせください。
 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ TEL:082-513-2933

Q.申込が早く埋まってしまうと聞いたけど本当？

Ａ.近年は感染症対策の関係で１会場ごとの人数を制限していたため，会場によっては受付開始
から約１か月程度で定員に達する場合がありました。

Q.申込をしたら受理のお知らせはあるの？

Ａ.電子申請の場合は事前申込、本申請ともに受付完了メールが広島県から届きます。
紙申請の場合は事前申込受付後、本申請用の書類とともにお知らせします。
本申請の後は行いませんが、試験当日の案内と受験票が送られてきます。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：申込み～申し込み後

Q.申込をしていたが，予定が入って受験できない場合に，他の試験日に振り替えることは可能？

Ａ.他の試験日に空きがあれば振替可能です。
その際は広島県庁自然環境課（082-513-2933）にご相談ください。

Q. 試験の申込をしていたが，当日予定が入って受験が出来ず，他の日程でも受験できない場合に
手数料は帰ってくるの？

Ａ.申し訳ありませんが，定員に達した後に受付終了と知らずに申込んだ場合や，災害で被災して
受験できない場合などを除き手数料の返還は行っておりません。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る

Q.申請書類が県庁に届いた（持ち込んだ）時点で希望する会場の申込が埋まってしまった場合は
どうなるの？

Ａ.当課より電話にて申請者に連絡をし，別会場を案内させていただきます。
 別会場では都合が悪い・受験できない場合は，受験手数料を返納致します。



〇 よくある質問：試験（問題・実施）関係

Q. 試験の合否については，どれぐらいで分かるの？

Ａ. 試験日から約３週間を目安として，通知予定です。
合格者には「狩猟免状」を，不合格者には「不合格通知」を送付します。

Q. 試験の過去問題集や試験勉強に使えるテキストとかはないの？

Ａ. 試験の過去問題は公開しておりません。
代わりに，広島県猟友会で，「狩猟読本」と「狩猟免許試験例題集」を販売しております。
※初心者講習会を受講する場合，講習会で配布されます。
詳しくは広島県猟友会にお問い合わせください。
一般社団法人 広島県猟友会
広島県広島市中区鉄砲町4-1 広島土地改良会館３階
TEL: 082-227-7890

Q. 試験の内容について教えて

Ａ. 適正試験，知識試験，技能試験の３種類を実施します。
適性試験：視力・聴力・運動能力に関すること
知識試験：狩猟に関する法律，鳥獣に関する知識及び猟具に関する知識問題
技能試験：鳥獣の判別試験，猟具の取扱いに関する実技試験

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る



〇 よくある質問：試験（問題・実施）関係

Q. 試験の流れについて教えて

Ａ. 複数の免許試験を開催する会場の場合は，以下のとおりです。

質問一覧に戻る

質問一覧に戻る

Q. 試験の終了時間は？

Ａ. 技能試験の順番によりますが，一番遅い場合でも以下を予定しております。
①複数の種類を開催する会場：午後３～４時前後
②わなのみ（午前開催）の会場：午後１時～２時前後
③わなのみ（午後１時開催）の会場：午後４時～５時前後
④わなのみ（午後２時開催）の会場：午後５時～６時前後
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昼
休
憩

※知識試験が不合格の人は技能試験を受験できません。



狩猟免許試験事前申込書 配備先一覧（県・西部地域）

県市町名 窓口名 住所 連絡先

広島県

環境県民局自然環境課
野生生物グループ

広島市中区基町10-52 県庁南館３階 082-513-2933

西部農林水産事務所
林務第一課 自然保護係

広島市中区基町10-52農林庁舎 082-228-2111

東部農林水産事務所
林務課 自然保護係

福山市三吉町一丁目1-1 084-921-1311

北部農林水産事務所
林務第一課 自然保護係

庄原市東本町一丁目4-1 0824-72-2015

広島市

経済観光局農林水産部農政課
鳥獣対策担当

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号５階 082-504-2936

中区市民部地域起こし推進課 広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号５階 082-504-2546

東区市民部地域起こし推進課 広島市東区蟹屋町９－３８ ２階 082-568-7705

南区市民部地域起こし推進課 広島市南区皆実町一丁目５番４４号 ３階 082-250-8935

西区市民部地域起こし推進課 広島市西区福島町二丁目２番１号 ２階 082-532-0927

安佐南区農林建設部農林課 広島市安佐南区古市一丁目３３番地１４号 ３階 082-831-4950

安佐北区農林建設部農林課 広島市安佐北区四丁目１３番１３号 ４階 082-819-3932

安芸区農林建設部農林課 広島市安芸区船越南三丁目４番３６号 ４階 082-821-4946

佐伯区農林建設部農林課 広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号 ５階 082-943-9767
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市町名 窓口名 住所 連絡先

呉市
呉市役所 農林水産課
農林保全グループ

呉市中央４丁目１番６号 0823-25-3338

江田島市 産業部 農林水産課 イノシシ１１０番 江田島市大柿町大原５０５番地 0823-43-1652

東広島市

産業部 農林水産課 農林環境保全係 東広島市西条栄町8番29号 082-420-0939

黒瀬支所 産業建設課 産業振興係 東広島市黒瀬町丸山1333番地 0823-82-0214

福富支所 地域振興課 産業建設係 東広島市福富町久芳1545番地1 082-435-2211

豊栄支所 地域振興課 産業建設係 東広島市豊栄町鍛冶屋963番地2 082-432-2211

河内支所 産業建設課 産業振興係 東広島市河内町中河内1166番地 082-437-2901

安芸津支所 産業建設課 産業振興係 東広島市安芸津町三津5556番地1 0846-45-1623

竹原市 産業振興課 農林水産振興係 竹原市中央五丁目１番３５号 竹原市役所１階 0846-22-7745

廿日市市 農林水産課 林業振興係 廿日市市下平良一丁目11-1 廿日市市役所6階 0829-30-9148

大竹市
産業振興課 大竹市小方１－１１－１ 0827-59-2130

総合市民会館 大竹市立戸１－６－１ 0827-53-6677

安芸高田市 産業部地域営農課 安芸高田市吉田町吉田７９１ 0826-47-4021

府中町 町民生活部環境課環境保全係 安芸郡府中町大通三丁目5-1 府中町役場１階 082-286-3244

海田町 建設部都市整備課 安芸郡海田町上市14-18 082-823-9634

狩猟免許試験事前申込書 配備先一覧（西部地域） ２ページ



市町名 窓口名 住所 連絡先

坂町 建設部産業建設課産業係 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１番１号 082-820-1536

熊野町 建設農林部農林緑地課 安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号 082-820-5638

大崎上島町 地域経営課 農林水産係 豊田郡大崎上島町東野６６２５－１ 0846-65-3123

安芸太田町

安芸太田町役場 産業観光課 安芸太田町大字戸河内７８４番地１ 0826-28-1973

安芸太田町役場 加計支所 安芸太田町大字加計３５０５番地４ 0826-22-1111

安芸太田町役場 筒賀支所 安芸太田町大字中筒賀１６９３番地１ 0826-32-2121

北広島町

北広島町役場 農林課 林業振興係 山県郡北広島町有田１２３４ 050-5812-1857

北広島町 芸北支所 産業建設係 山県郡北広島町川小田７５ 050-5812-2112

北広島町 大朝支所 産業建設係 山県郡北広島町大朝２４９３ 050-5812-8001

北広島町 豊平支所 産業建設係 山県郡北広島町戸谷１０８８－１ 050-5812-1124
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市町名 窓口名 住所 連絡先

福山市 経済環境局 経済部 農林水産課 福山市東桜町３番５号 084-928-1031

三原市

経済部農林水産課 三原市港町３丁目５番１号 0848-67-6081

本郷支所地域振興課 三原市本郷南６丁目３番１０号 0848-86-1111

久井支所地域振興課 三原市久井町和草１９０６番地１ 0847-32-7111

大和支所地域振興課 三原市大和町下徳良１１１ 0847-33-0222

尾道市

産業部農林水産課農林振興係 尾道市久保一丁目１５番１号 庁舎２階 0848-38-9473

御調支所 まちおこし課 まちおこし係 尾道市御調町市２４５ 0848-76-2922

向島支所 しまおこし課 しまおこし係 尾道市向島町５５３１－１ 0848-44-0112

因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 尾道市因島土生町７－４ 0845-26-6212

瀬戸田支所 しまおこし課 しまおこし係 尾道市瀬戸田町鹿田原１－９ 0845-27-2210

府中市
農林課 農林整備係 府中市府川町315 0847-43-7132

上下支所 地域づくり係 府中市上下町上下861-3 0847-62-2124

世羅町 世羅町役場 産業振興課 鳥獣被害対策係 世羅郡世羅町大字西上原123-1 0847-22-5304

神石高原町

産業課 神石郡神石高原町小畠１７０１番地 0847-89-3337

油木支所 町民課 神石郡神石高原町油木乙１８５８番地 0847-82-0211

神石支所 町民課 神石郡神石高原町高光２５５９番地 0847-87-0211

豊松支所 町民課 神石郡神石高原町下豊松７４１番地 0847-84-2211
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市町名 窓口名 住所 連絡先

三次市

産業振興部農政課農林振興係 三次市十日市中二丁目８番１号 0824-62-6164

君田支所地域づくり係 三次市君田町東入君644番地1 0824-53-2111

布野支所地域づくり係 三次市布野町上布野1196番地1 0824-54-2111

作木支所地域づくり係 三次市作木町下作木674番地 0824-55-2111

三良坂支所地域づくり係 三次市三良坂町三良坂5042番地1 0824-44-3111

吉舎支所地域づくり係 三次市吉舎町吉舎368番地 0824-43-3111

三和支所地域づくり係 三次市三和町上板木10038番地4 0824-52-3111

甲奴支所地域づくり係 三次市甲奴町西野40番地1 0847-67-2121

庄原市

庄原市役所 企画振興部 林業振興課
林業振興係

庄原市中本町一丁目10番1号 0824-73-1111

西城支所 地域振興室 産業建設係 庄原市西城町大佐737番地3 0824-82-2121

東城支所 産業建設室 産業振興係 庄原市東城町川東1175番地 08477-2-5111

口和支所 地域振興室 産業建設係 庄原市口和町向泉942番地 0824-87-2111

高野支所 地域振興室 産業建設係 庄原市高野町新市1171番地1 0824-86-2111

比和支所 地域振興室 産業建設係 庄原市比和町比和1119番地1 0824-85-2111

総領支所 地域振興室 産業建設係 庄原市総領町下領家280番地1 0824-88-2111
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	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25

